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通知書 

 

 当団体の申入れや要請等に対する貴社のご対応に関して、以下のとおり通知な

いし要求をさせていただきます。 

 

１． 当団体と貴社とのやりとりの経緯 

・当団体の２０１５年７月８日付「申入れ兼要請書」に対して、貴社より、同 

年７月２３日付「回答書」において、適切な方法で記載した書面により告知 

した日から８日以内に行使することができる初期解除ルールの実施につい 

て、「１０月１日頃までに実施する予定です。弊社における事務手続き及び 

代理店への告知等の為、上記実施には、準備期間が必要となることをご了承 

ください。」との回答あり。 

・当団体が１０月１日以後に貴社のｗｅｂサイトを閲覧したところ、プロバイ 

ダサービスの会員規約が改定されていなかったので、当団体から貴社に対し 

て、初期解除ルールの実施の有無、実施予定、遅延の理由を問う２０１５年 

１０月２８日付「ご連絡」を送付する。 

・これに対して、貴社より、同年１１月１４日付「回答書」において、初期解 

除ルールの実施時期を「電気通信事業法の一部を改正する法律が施行される 

まで」と延期し、その理由について「弊社における事務手続き及び代理店へ 

の告知等の為、上記実施には、準備期間が必要となることをご了承ください。」 

と上記７月２３日付「回答書」と同じ説明あり。 

・これを受けて、当団体は、２０１６年１月２７日付「要請書」において、「書



面の交付及び初期契約解除制度の導入」及び「平成２７年１０月１日以降に

契約した消費者については、契約締結書面受領後８日以内は、初期契約解除

制度と同様の対応をすること」を求める。 

・上記文書の回答期限である同年２月２６日になっても回答がないため、当団 

体から３月１１日に電話にて貴社に連絡を入れたところ、３月１８日に貴社 

から連絡があり、「今は年度末で忙しいので、回答は早くて来月いっぱいに 

なるが、それも約束できない」との回答あり。 

・現在に至るも貴社からの回答なし。 

 

２．貴社に対する要求 

上記のような貴社の一連の対応を見る限り、当団体に対して約束された事項を

守らず、また、そのことについて正当な理由も認められません。現況では本年５

月の改正電気通信事業法の施行まで、貴社からの回答が得られないままに終わる

おそれもあります。 

当団体としては、貴社の真摯かつ誠実な対応が見られないことに遺憾の意を表

明するとともに、２０１６年１月２７日付「要請書」の要請の趣旨(2)、「前項の

制度導入前であっても、平成２７年１０月１日以降に契約した消費者については、

契約締結書面受領後８日以内は、初期契約解除制度と同様の対応をすること」を

再度強く求めます。あわせて、２０１６年１月２７日付「要請書」に対する貴社

の回答を本書到達後１０日以内に当団体必着でご送付ください。 

                                以上 

 


